
 
 

資料６ 

平成２２年度 花育推進事業（普及啓発関係）の主な取り組み（案） 

 
※園芸センター所管事業 

事業名 事業内容 

【新規】 
花育総合サイトの開設 

・市民にとって Web 上でより情報を得やすく，花育に取り組

みやすいようにサイトを開設する。 
・各課が実施する関連事業やイベント等に関する情報を一元

化内容とする。 
【継続】 
親子，祖父母と孫などによる花

育活動の推進のためのイベン

ト 

・親子や祖父母と孫などが参加するイベントを開催し，世代

間の交流の推進及び家庭での花育の推進を図る。 
・母の日に，カーネーションを用いた，フラワーアレンジメ

ント教室の開催 
【継続】 
新潟市花育マスター制度 

・新潟市花育マスター（以下「花育マスター」という。）の利

用促進により，学校・家庭・地域等での花育の推進を図る。

・花育マスターリーフレットの作成（新規作成） 
・花育マスターPR チラシの作製（増刷） 

【新規】 
新潟市花育推進計画リーフレ

ットの作成 

・新潟市花育推進計画の概要版をわりやすい内容で作成する。

 学校，幼稚園，保育園，庁内関係課等へ配布予定 

【継続】 
講習会の開催 

・市民を対象に各種講習会を開催し，園芸の普及啓発に努め

る。 
・４３回開催予定 

【継続】 
展示会の開催 

・市民の皆さんに花と緑に対する知識や関心を深めてもらう

ために展示会を開催 
・１２回開催予定 

【継続】 
園芸フェアの開催 

・春と秋に開催。（４月・１０月） 
・各団体と連携し，草花や花木の販売，チャリティーオーク

ション等を行う。 
 


